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議案第21号

南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙,のとおり提出する。

令和3年6月8日提出

(提案理由)

新型コロナウイルス感染症の影響によ'り収入が減少した被保険者等に係る国民健康

保険税の減免を令和3年度も継続するにあたり、所要の改正が必要なため提案する。
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南風原町長赤嶺正之
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南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

南風原町国民健康保険税条例(平成12年南風原町条例第12号)の一部を次のように

改正する。

附則第15項中「令和2年2月1日から令和3年3月31日」を「令和3年4月1日か

ら令和4年3月31日」に、「令和元年度分及び令和2年度分」を「令和2年度分及び

令和3年度分」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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附則

(略)1 ~14

(新型ニロナウィルス感染症の影響による保険税の減免の特
伊D

15 病原体がべータコロナウィノレス属のコロナウィルス(令和
2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人

に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限
る。)である感染症の影響により<口3

南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(新旧対照表)

CO

丑1甚豊■^旦までの間に納期限のあるA 02

改正後

旦』毛庶分の保険税の減免を受けようとする者に対する第22条

第2項の適用については、同項中「納期限前7日」とあるの

は、「要綱で定める期限」とする。

、、

附則

(略)1 ~14

(新型コロナウィルス感染症の影響による保険税の減免の特
伊D

15 病原体がべータコロナウィルス属のニロナウィルス(令和
2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人
に伝染する能力を有するととが新たに報告されたものに限

4月1日からA口

f寺ノ~ びA 口

る。)である感染症の影響によりA 口2

旦竺E_登■^旦までの間に納期限のある<口

己女]E剛」

21E度分の保険税の減免を受けようとする者に対する第22条
第2項の適用については、同項中「納期限前7日」とあるの
は、「要綱で定める期限」とする。

2月1日から心、ロ

庁ノ＼ び<口
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